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交通災害共済にご加入ください！

では、交通事故でのけがの治療やご遺族へのお見舞い
を目的とした「市町村交通災害共済」の加入を推進し

ています。加入を希望する方は、加入申込書に必要事項を
記入のうえ、会費を添えてお申し込みください。
▶加入できる方
町内に居住し住民登録をしている方、またはその方の被扶
養者で修学のため町外に転出している方
▶共済会費

　年額　1人 500 円
▶共済期間
　令和2年4月1日～令和3年3月31日
　※4月1日以後の申し込みは、申込日の翌日から令和3年3月31日まで

▶加入受付場所・期間
▪生活環境エコタウン課(役場2階)
　⇨2月3日㈪から受付（土･日曜日､祝日､年末年始を除く）
▪郵便局 ⇨ 2月3日㈪から12月末日まで随時受付
▪各　区 ⇨　 2月、3月の指定期間（区の取り扱いに従ってく

ださい）
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民票の写しや戸籍謄本等が、本人の代理人や第
三者の請求によって交付された場合に、あらか

じめ登録された方にお知らせをする制度です（一部
通知対象外の場合があります）。虚偽やなりすましに
よる不正取得の早期発見や、不正請求の抑止につな
がります。

▶登録できる方／寄居町に住民登録している方、寄
居町に本籍がある方等

▶申請場所／町民課、男衾連絡所、用土連絡所

▶必要書類／本人通知制度事前登録申込書（申請窓
口に備え付けてあるほか、町公式ホームページか
らも取得できます）、本人確認書類（運転免許証、
旅券、マイナンバー（個人番号）カード等）

▶その他／第三者からの請求を拒否したり、交付
の可否を確認したりする制度ではありません。な
お、申請書の内容に変更があった場合には届出が
必要です。詳しくはお問い合わせいただくか、町
公式ホームページをご覧ください。

町民課（ 581･2121内線104）

年4月に小学校に入学するお子さんの保護者を
対象に、入学説明会を実施します。該当する

保護者の方には、各学校から通知が送付されますの
で、忘れずにご出席ください。
※中学校の入学説明会については、本誌12月号（寄居･城南中学

校）をご覧ください。（男衾中学校は実施済）

各小学校

住民票等の第三者交付にかかる
本人通知制度をご存じですか？ 小学校の入学説明会を実施します！

学校名

寄居小学校

桜沢小学校

用土小学校

折原小学校

鉢形小学校

男衾小学校

2月 5 日㈬

1月31日㈮

2月 5 日㈬

2月 5 日㈬

2月 7 日㈮

1月30日㈭

581･0102

581･0131

584･2004

581･0328

581･3300

582･0037

13:40～14:00

13:15～13:30

13:30～13:45

13:20～13:30

13:15～13:30

13:00～13:20

月日（曜日） 受付時間 電話番号

住 今

対象となる交通事故
○共済期間中に国内の道路上で起きた自動車、

バイク、自転車等による接触、衝突、転落、
転覆などの事故。または歩行中、これらの車
両にはねられたり、ひかれたりした事故

○共済期間中に国内の踏切道で起きた電車等の
接触、衝突、その他の事故

対象とならない事故
◦作業用特殊自動車で作業中の事故
◦バス等の乗降中における事故
◦幼児用乗用具（玩遊具）による自損事故
◦歩行中、交通事故以外の不注意による事故
◦会員の故意または重大な過失による事故
◦無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
◦地震、洪水、津波等、天災による事故
◦電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープ

ウェー、リフト等の事故

生活環境エコタウン課
（ 581･2121内線221・222）

行政インフォメーション  information行政インフォメーション  information


